
























議
案
第
七
十
七
号 

 
宇
部
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
条
例
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
九
月
四
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

  

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
の
三
を
第
十
八
条
の
四
と
す
る
。 

第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
」

を
「
請
求
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
の
三
と
す
る
。 

第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
を
し
た
職
員
等
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
十
八
条
の
二 

任
命
権
者
は
、
宇
部
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
条
例

第
三
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当

た
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
出
職
員
」

と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
出
職
員
の
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
次
号
に
お
い
て
「
出
生

時
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置 

二 

出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
、
申
告
又
は
申
出
（
以
下
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に

係
る
申
出
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

三 

育
児
休
業
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
子
の
心
身
の
状
況
又
は

育
児
に
関
す
る
申
出
職
員
の
家
庭
の
状
況
に
起
因
し
て
当
該
子
の
出
生
の
日
以
後
に
発
生
し
、

又
は
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
の
支
障
と
な
る
事
情

の
改
善
に
資
す
る
事
項
に
係
る
申
出
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

２ 

任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
職

員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
市
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

対
象
職
員
の
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
次
号
に
お
い
て
「
育
児 
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期
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置 

二 
育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
に
係
る
対
象
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

三 
対
象
職
員
の
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
心
身
の
状
況
又
は
育
児
に
関
す
る
対
象
職
員
の
家
庭

の
状
況
に
起
因
し
て
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
業
生
活
と
家
庭
生
活

と
の
両
立
の
支
障
と
な
る
事
情
の
改
善
に
資
す
る
事
項
に
係
る
対
象
職
員
の
意
向
を
確
認
す

る
た
め
の
措
置 

３ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
第
三
号
又
は
前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
意
向
を
確
認
し
た
事
項
の 

取
扱
い
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
意
向
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

人
事
院
規
則
の
一
部
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援
制
度
を
利
用
し
や
す

い
勤
務
環
境
の
構
築
そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
介
護
休
暇
） 

（
介
護
休
暇
） 

第
十
七
条 

介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者
（
配

偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ

の
他
市
規
則
で
定
め
る
者
（
第
十
八
条
の
二
第
一

項
に
お
い
て
「
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
で
、
負

傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
市
規
則
で
定
め
る
期

間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
た

め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。 

（
休
暇
等
の
承
認
） 

第
十
八
条 

第
十
七
条 

介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者
（
配

偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ

の
他
市
規
則
で
定
め
る
者
（
第
十
八
条
の
三
第
一

項
に
お
い
て
「
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
で
、
負

傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
市
規
則
で
定
め
る
期

間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
た

め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。 

（
休
暇
等
の
承
認
） 

第
十
八
条 

 

（
妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
を
し
た
職
員
等

に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
十
八
条
の
二 

任
命
権
者
は
、
宇
部
市
職
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
条
例
第
三

号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二

十
四
条
第
一
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
職
員
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
出
職
員
」
と
い
う
。
）

に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

申
出
職
員
の
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
資
す

る
制
度
又
は
措
置
（
次
号
に
お
い
て
「
出
生
時

両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事

項
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置 

二 

出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
、
申
告
又

は
申
出
（
以
下
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に
係

る
申
出
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

三 

育
児
休
業
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
出
に
係
る
子
の
心
身
の
状
況
又
は
育

児
に
関
す
る
申
出
職
員
の
家
庭
の
状
況
に
起
因

し
て
当
該
子
の
出
生
の
日
以
後
に
発
生
し
、
又
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は
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
業
生
活
と

家
庭
生
活
と
の
両
立
の
支
障
と
な
る
事
情
の
改

善
に
資
す
る
事
項
に
係
る
申
出
職
員
の
意
向
を

確
認
す
る
た
め
の
措
置 

２ 

任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す

る
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
職
員
」

と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
市
規
則
で
定
め
る
期
間

内
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

対
象
職
員
の
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
資
す

る
制
度
又
は
措
置
（
次
号
に
お
い
て
「
育
児
期

両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事

項
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置 

二 

育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
に
係
る

対
象
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

三 
対
象
職
員
の
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
心
身
の

状
況
又
は
育
児
に
関
す
る
対
象
職
員
の
家
庭
の

状
況
に
起
因
し
て
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の

両
立
の
支
障
と
な
る
事
情
の
改
善
に
資
す
る
事

項
に
係
る
対
象
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め

の
措
置 

３ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
第
三
号
又
は
前
項
第
三

号
の
規
定
に
よ
り
意
向
を
確
認
し
た
事
項
の
取
扱

い
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
意
向
に
配
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た

職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た

職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
十
八
条
の
二 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等

が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ

た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し

て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は

措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護

両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項

を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等

の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次
条
に
お
い
て
「
請

求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を

確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な

第
十
八
条
の
三 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等

が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ

た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し

て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は

措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護

両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項

を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等

の
請
求
等
請
求
又
は
申
出
（
次
条
に
お
い
て
「
請

求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を

確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

第
十
八
条
の
三 

 

第
十
八
条
の
四 
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令和 7 年９月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 職員課 

議 案 

第７７号 

宇部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例中一部改正の件 

 

 

要 旨 

 

人事院規則の一部改正を踏まえて、仕事と育児の両立支援制度を

利用しやすい勤務環境の構築その他所要の整備をするもの。 

概 要 

１ 主な改正内容 

 仕事と育児の両立支援制度の利用に関する職員への周知・意向

確認等の義務化 

(１) 周知・確認時期 

 ア 職員が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき 

 イ 子の３歳誕生日の１か月前までの１年間  

   （１歳１１か月に達する日の翌々日から２歳１１か月に達す

る日の翌日まで） 

(2) 制度周知 

 ア 時差出勤制度 

 イ 部分休業制度 

 ウ 時間外勤務及び深夜時間帯勤務の制限 等 

(3) 確認内容 

 ア 勤務時間帯（始業及び終業の時刻） 

 イ 勤務地（就業の場所） 

 ウ 両立支援制度等の利用及び期間 

エ 仕事と育児の両立に資する就業の条件 

（業務量、労働条件の見直し等） 

 

２ 対象職員 

  全職員 

 

 

施行日 

 

公布の日から 

 



議
案
第
七
十
八
号 

 

宇
部
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
及
び
宇
部
市
企
業
職
員
の
給
与
の 

 
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
の
件 

 

宇
部
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
及
び
宇
部
市
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
九
月
四
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

宇
部
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
及
び
宇
部
市
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び 

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
宇
部
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

宇
部
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
一
条
中
「
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及

び
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
条
第
一
号
中
「
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
」
を
削
り
、
「
除
く
。
」
の
下
に
「
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
一
条
の
見
出
し
中
「
部
分
休
業
」
を
「
第
一
号
部
分
休
業
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項

中
「
部
分
休
業
（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
承
認
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
」
を
「
育
児
休
業
法
第
十
九
条

第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
（
以
下
「
第

一
号
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
部
分
休

業
」
を
「
第
一
号
部
分
休
業
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

（
第
二
号
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
二
十
一
条
の
二 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求
す
る
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
（
以
下
「
第
二
号
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
は
、

一
時
間
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
数
の
第
二
号
部
分
休
業
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

9



一 

一
回
の
勤
務
に
係
る
日
ご
と
の
勤
務
時
間
に
分
を
単
位
と
し
た
時
間
が
あ
る
場
合
で

あ
っ
て
、
当
該
勤
務
時
間
の
全
て
に
つ
い
て
承
認
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き 

当
該
勤
務
時

間
の
時
間
数 

二 
第
二
号
部
分
休
業
の
残
時
間
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

残
時
間
数
の
全
て
に
つ
い
て
承
認
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き 

当
該
残
時
間
数 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
一
年
の
期
間
） 

第
二
十
一
条
の
三 
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
一
年
の
期
間
は
、
毎
年

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
時
間
を
基
準
と
し
て
条
例

で
定
め
る
時
間
） 

第
二
十
一
条
の
四 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
時
間
を

基
準
と
し
て
条
例
で
定
め
る
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
時
間
と
す
る
。 

一 

非
常
勤
職
員
以
外
の
職
員 

七
十
七
時
間
三
十
分 

 
 

二 

非
常
勤
職
員 

当
該
非
常
勤
職
員
の
勤
務
日
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
に
十
を
乗
じ

て
得
た
時
間 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
） 

第
二
十
一
条
の
五 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
配
偶 

者
が
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し
た
こ
と
そ
の
他
の
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
時
に
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ

り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
（
以
下
「
第
三
項
変
更
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば

同
項
の
職
員
の
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
養
育
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る

と
任
命
権
者
が
認
め
る
事
情
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
中
「
部
分
休
業
」
を
「
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
」 

に
改
め
る
。 

第
二
十
三
条
中
「
第
十
四
条
の
規
定
は
、
部
分
休
業
に
つ
い
て
準
用
」
を
「
育
児
休
業
法
第

十
九
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
育
児
休
業
法
第
五
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
由
は
、

職
員
が
第
三
項
変
更
を
し
た
と
き
と
」
に
改
め
る
。 

（
宇
部
市
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

宇
部
市
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
条
例
第

七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
一
部
を
」
を
「
全
部
又
は
一
部
を
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

1
0



１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
九
条
第
二

項
第
二
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
け
る
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
宇
部
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
七
十
七
時
間
三
十
分
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」

と
、
同
条
第
二
号
中
「
十
」
と
あ
る
の
は
「
五
」
と
す
る
。 

「
説
明
」 

 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
及
び
人
事
院
規
則
の
一
部
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

職
員
の
部
分
休
業
制
度
の
充
実
を
図
る
た
め
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

1
1



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

宇
部
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
条
例
第
三
号
） 

旧 

新 

（
趣
旨
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。

以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一

項
、
第
三
条
第
二
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条
、

第
八
条
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
四

条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
三
項

並
び
に
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
で
及 
び

第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施

す
る
た
め
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。

以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一

項
、
第
三
条
第
二
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条
、

第
八
条
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
四

条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
三
項

並
び
に
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施

す
る
た
め
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

（
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

第
二
十
条 

 

第
二
十
条 

 

一 

勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時

間
を
考
慮
し
て
市
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員

以
外
の
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十

二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の

職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
） 

一 

勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時

間
を
考
慮
し
て
市
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員

以
外
の
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十

二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の

職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
） 

（
部
分
休
業 

 
 
 
 
 

の
承
認
） 

（
第
一
号
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
二
十
一
条 

部
分
休
業
（
育
児
休
業
法
第
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
承
認
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又

は
終
わ
り
に
お
い
て 

、
三
十
分
を
単
位
と
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
一
条 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
一

号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求
す
る
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
部
分
休
業
（
以
下
「
第
一
号
部
分
休
業
」

と
い
う
。
）
の
承
認
は
、
三
十
分
を
単
位
と
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

勤
務
時
間
条
例
第
十
四
条
に
規
定
す
る
特
別
休

暇
の
承
認
（
職
員
が
生
後
満
一
年
に
達
し
な
い
生

児
を
育
て
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
勤
務
時
間
条

例
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
時
間

の
承
認
を
得
て
い
る
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
分

休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間

か
ら
当
該
特
別
休
暇
の
承
認
に
係
る
時
間
又
は
当

該
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間

２ 

勤
務
時
間
条
例
第
十
四
条
に
規
定
す
る
特
別
休

暇
の
承
認
（
職
員
が
生
後
満
一
年
に
達
し
な
い
生

児
を
育
て
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
勤
務
時
間
条

例
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
時
間

の
承
認
を
得
て
い
る
職
員
に
対
す
る
第
一
号
部
分

休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間

か
ら
当
該
特
別
休
暇
の
承
認
に
係
る
時
間
又
は
当

該
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間

1
2



 

を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行
う
も
の

と
す
る
。 

を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行
う
も
の

と
す
る
。 

３ 

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
分
休
業
の
承

認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
、
当
該
非
常
勤
職

員
に
つ
い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間

か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な

い
範
囲
内
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
労
働
基
準
法
第

六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
又
は
育
児
休

業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労

働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

七
十
六
号
）
第
六
十
一
条
の
二
第
二
十
項
の
規
定

に
よ
る
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け

て
勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時
間
か
ら
当
該

育
児
時
間
又
は
当
該
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の

承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間

を
超
え
な
い
範
囲
内
）
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
第
一
号
部
分
休
業
の
承

認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
、
当
該
非
常
勤
職

員
に
つ
い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間

か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な

い
範
囲
内
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
労
働
基
準
法
第

六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
又
は
育
児
休

業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労

働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

七
十
六
号
）
第
六
十
一
条
の
二
第
二
十
項
の
規
定

に
よ
る
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け

て
勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時
間
か
ら
当
該

育
児
時
間
又
は
当
該
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の

承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間

を
超
え
な
い
範
囲
内
）
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
第
二
号
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
二
十
一
条
の
二 
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項

第
二
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求
す
る
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
（
以
下
「
第
二
号
部
分

休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
は
、
一
時
間
を
単
位

と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
時
間
数
の
第
二
号
部
分
休
業
を
承
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

一
回
の
勤
務
に
係
る
日
ご
と
の
勤
務
時
間
に

分
を
単
位
と
し
た
時
間
が
あ
る
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
勤
務
時
間
の
全
て
に
つ
い
て
承
認
の

請
求
が
あ
っ
た
と
き 

当
該
勤
務
時
間
の
時
間

数 

二 

第
二
号
部
分
休
業
の
残
時
間
数
に
一
時
間
未

満
の
端
数
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
残
時

間
数
の
全
て
に
つ
い
て
承
認
の
請
求
が
あ
っ
た

と
き 

当
該
残
時
間
数 

 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る

一
年
の
期
間
） 

第
二
十
一
条
の
三 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
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の
条
例
で
定
め
る
一
年
の
期
間
は
、
毎
年
四
月
一

日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
人
事
院

規
則
で
定
め
る
時
間
を
基
準
と
し
て
条
例
で
定
め
る

時
間
） 

第
二
十
一
条
の
四 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項

第
二
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
時
間
を
基
準
と

し
て
条
例
で
定
め
る
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時

間
と
す
る
。 

一 

非
常
勤
職
員
以
外
の
職
員 

七
十
七
時
間
三

十
分 

二 

非
常
勤
職
員 

当
該
非
常
勤
職
員
の
勤
務
日

一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
に
十
を
乗
じ
て
得

た
時
間 

 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る

特
別
の
事
情
） 

第
二
十
一
条
の
五 
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
三
項

の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
配
偶
者
が
負

傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と

別
居
し
た
こ
と
そ
の
他
の
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
申
出
時
に
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
変
更
（
以
下
「
第
三
項
変
更
」
と
い
う
。
）

を
し
な
け
れ
ば
同
項
の
職
員
の
小
学
校
就
学
の
始

期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
養
育
に
著
し
い
支
障
が

生
じ
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
事
情
と
す
る
。 

（
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
給
与
の
取
扱
い
） 

（
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
給
与
の
取
扱
い
） 

第
二
十
二
条 

職
員
が
部
分
休
業
法
第
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務

し
な
い
場
合
に
は
、
宇
部
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
第
十
三
条
第
一
項
（
当
該
職
員
が
会
計
年

度
任
用
職
員
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
会
計
年
度
任

用
職
員
給
与
等
条
例
第
十
五
条
又
は
第
二
十
五
条 

）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一

時
間
に
つ
き
、
宇
部
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
第
十
八
条
（
当
該
職
員
が
会
計
年
度
任
用
職
員

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与

第
二
十
二
条 

職
員
が
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務

し
な
い
場
合
に
は
、
宇
部
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
第
十
三
条
第
一
項
（
当
該
職
員
が
会
計
年

度
任
用
職
員
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
会
計
年
度
任

用
職
員
給
与
等
条
例
第
十
五
条
又
は
第
二
十
五
条 

）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一

時
間
に
つ
き
、
宇
部
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
第
十
八
条
（
当
該
職
員
が
会
計
年
度
任
用
職
員

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
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等
条
例
第
十
四
条
又
は
第
二
十
四
条
）
に
規
定
す

る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
し
た
給

与
を
支
給
す
る
。 

等
条
例
第
十
四
条
又
は
第
二
十
四
条
）
に
規
定
す

る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
し
た
給

与
を
支
給
す
る
。 

（
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
） 

第
二
十
三
条 

第
十
四
条
の
規
定
は
、
部
分
休
業
に

つ
い
て
準
用
る
育
児
休
業
法
第
五
条
第
二
項
の
条

例
で
定
め
る
事
由
は
、
職
員
が
第
三
項
変
更
を
し

た
と
き
と
す
る
。 

（
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
） 

第
二
十
三
条 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
育
児
休
業
法
第
五
条
第
二
項
の
条

例
で
定
め
る
事
由
は
、
職
員
が
第
三
項
変
更
を
し

た
と
き
と
す
る
。 

   

宇
部
市
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
条
例
第
七
十
三
号
） 

旧 

新 

（
給
与
の
減
額
） 

（
給
与
の
減
額
） 

第
十
四
条 

 

第
十
四
条 

 

２ 

職
員
が
部
分
休
業
（
当
該
職
員
が
そ
の
小
学
校

就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た

め
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
を 

 
 
 
 
 
 
 

勤
務
し

な
い
こ
と
を
い
う
。
）
、
介
護
休
暇
（
当
該
職
員

が
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他

管
理
者
が
指
定
す
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢

に
よ
り
管
理
者
が
指
定
す
る
期
間
に
わ
た
り
日
常

生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護

を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
を
い
う
。
）

又
は
介
護
時
間
（
当
該
職
員
が
要
介
護
者
の
介
護

を
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
お
け
る
休
暇
を
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け

て
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
勤

務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
し
て
給
与
を

支
給
す
る
。 

２ 

職
員
が
部
分
休
業
（
当
該
職
員
が
そ
の
小
学
校

就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た

め
一
日
の
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
勤
務
し

な
い
こ
と
を
い
う
。
）
、
介
護
休
暇
（
当
該
職
員

が
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他

管
理
者
が
指
定
す
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢

に
よ
り
管
理
者
が
指
定
す
る
期
間
に
わ
た
り
日
常

生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護

を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
を
い
う
。
）

又
は
介
護
時
間
（
当
該
職
員
が
要
介
護
者
の
介
護

を
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
お
け
る
休
暇
を
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け

て
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
勤

務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
し
て
給
与
を

支
給
す
る
。 
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令和 7 年９月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 職員課 

議 案 

第７８号 

宇部市職員の育児休業等に関する条例及び宇部市企業職員の給与の

種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 

要 旨 

 

地方公務員の育児休業等に関する法律及び人事院規則の一部改正

を踏まえて、職員の部分休業制度の充実を図るため、所要の整備を

するもの。 

概 要 

１ 育児に係る部分休業の取得パターンの多様化 

【現行】 

(1) １号部分休業 

１日に勤務時間の始め又は終わりから連続した２時間の範囲

内で取得 

 

【改正後】 

(1) １号部分休業 変更 

  勤務時間の始め又は終わりに限らず２時間の範囲内で取得 

(2) ２号部分休業 新設 

   １年に１０日相当時間数の範囲内で１日当たりの上限時間数

なく取得できるパターンを追加 

・常勤職員 …77時間 30分（７時間 45分に 10を乗じて得た時間） 

・非常勤職員…１日当たりの勤務時間に 10を乗じて得た時間 

 

（参考 規則改正によるもの） 

○対象職員 

・常勤職員 

・１週間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員又は週以外

の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、１年間

の勤務日が１２１日以上である非常勤職員 

 

 

施行日 

 

公布の日から 

 



議
案
第
七
十
九
号 

 
宇
部
市
消
防
団
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
消
防
団
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
九
月
四
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

  

第
三
条
第
一
項
中
「
八
百
二
十
人
」
を
「
七
百
人
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
七
百
二
十
人
」

を
「
六
百
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、
本
市
の
消
防
団
員
の
定
員
を
見
直
す
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
定
員
） 

（
定
員
） 

第
三
条 

消
防
団
員
の
定
員
は
八
百
二
十
人
と
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
消
防
団
員
の
区
分
ご
と
の
定

員
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す

る
。 

第
三
条 

消
防
団
員
の
定
員
は
七
百
人 

 
 
 

と
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
消
防
団
員
の
区
分
ご
と
の
定

員
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す

る
。 

一 

次
号
に
掲
げ
る
消
防
団
員
以
外
の
消
防
団
員

（
以
下
「
基
本
消
防
団
員
」
と
い
う
。
） 

七

百
二
十
人 

一 

次
号
に
掲
げ
る
消
防
団
員
以
外
の
消
防
団
員

（
以
下
「
基
本
消
防
団
員
」
と
い
う
。
） 

六

百
人 
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令和 7 年 9 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 防災危機管理課 

議 案 
第７９号 

宇部市消防団条例中一部改正の件 

 

要 旨 

 

 諸般の事情を考慮し、消防団員の定数を見直すものである。 

概 要 

消防団員の条例定数は、消防団員数と乖離しているため、消防団員

の定数を見直すものである。 

 

第三条第一項中「八百二十人」を「 七百人 」に改め 、同項第一

号中「七百二十人」を「六百人 」に改める 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日 

 

公布の日から 

 



議
案
第
八
十
号 

 
宇
部
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
九
月
四
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

第
十
四
条
の
二
中
「
津
波
」
の
下
に
「
、
地
盤
の
液
状
化
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の

整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
特
殊
公
務
に
従
事
す
る
消
防
団
員
の
特
例
） 

（
特
殊
公
務
に
従
事
す
る
消
防
団
員
の
特
例
） 

第
十
四
条
の
二 

消
防
団
員
が
そ
の
生
命
又
は
身
体

に
対
す
る
高
度
の
危
険
が
予
測
さ
れ
る
状
況
の
下

に
お
い
て
、
火
災
の
鎮
圧
又
は
暴
風
、
豪
雨
、
洪

水
、
高
潮
、
地
震
、
津
波 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
の

他
の
異
常
な
自
然
現
象
若
し
く
は
火
災
、
爆
発
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
異
常
な
事
態
の
発
生
時
に

お
け
る
人
命
の
救
助
そ
の
他
の
被
害
の
防
御
に
従

事
し
、
そ
の
た
め
公
務
上
の
災
害
を
受
け
た
場
合

に
お
け
る
当
該
災
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
、
障

害
補
償
又
は
遺
族
補
償
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の

二
第
二
項
、
第
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又

は
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
額
に
百
分
の
五
十
（
傷
病
補
償
年
金
の
う
ち
、

第
一
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も

の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
、
第
二
級
の
傷
病
等

級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百

分
の
四
十
五
、
障
害
補
償
の
う
ち
、
第
一
級
の
障

害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

は
百
分
の
四
十
、
第
二
級
の
障
害
等
級
に
該
当
す

る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十

五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
し
、
第

十
二
条
の
三
第
一
項
の
額
は
、
同
項
本
文
に
規
定

す
る
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算

し
た
額
（
第
十
二
条
の
二
第
二
号
の
場
合
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
額
か
ら
既
に
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償

年
金
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
）
と
す
る
。 

第
十
四
条
の
二 

消
防
団
員
が
そ
の
生
命
又
は
身
体

に
対
す
る
高
度
の
危
険
が
予
測
さ
れ
る
状
況
の
下

に
お
い
て
、
火
災
の
鎮
圧
又
は
暴
風
、
豪
雨
、
洪

水
、
高
潮
、
地
震
、
津
波
、
地
盤
の
液
状
化
そ
の

他
の
異
常
な
自
然
現
象
若
し
く
は
火
災
、
爆
発
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
異
常
な
事
態
の
発
生
時
に

お
け
る
人
命
の
救
助
そ
の
他
の
被
害
の
防
御
に
従

事
し
、
そ
の
た
め
公
務
上
の
災
害
を
受
け
た
場
合

に
お
け
る
当
該
災
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
、
障

害
補
償
又
は
遺
族
補
償
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の

二
第
二
項
、
第
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又

は
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
額
に
百
分
の
五
十
（
傷
病
補
償
年
金
の
う
ち
、

第
一
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も

の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
、
第
二
級
の
傷
病
等

級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百

分
の
四
十
五
、
障
害
補
償
の
う
ち
、
第
一
級
の
障

害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

は
百
分
の
四
十
、
第
二
級
の
障
害
等
級
に
該
当
す

る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十

五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
し
、
第

十
二
条
の
三
第
一
項
の
額
は
、
同
項
本
文
に
規
定

す
る
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算

し
た
額
（
第
十
二
条
の
二
第
二
号
の
場
合
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
額
か
ら
既
に
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償

年
金
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
）
と
す
る
。 
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令和 7 年 9 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 防災危機管理課 

議 案 
第８０号 

宇部市消防団員等公務災害補償条例中一部改正の件 

 

要 旨 

 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）の一部改正に伴い、

所要の整備を行うもの。 

概 要 

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）の一部改正により、 

「災害」の定義において、「異常な自然現象」の例示として「地盤の

液状化」を明記（第２条第１号関係）したもの。 

 

 宇部市消防団員等公務災害補償条例、第十四条の二中「津波」の下

に「、地盤の液状化」を加える。 

 

 

《参考》 

災害対策基本法第二条第一号 

 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、 

地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な 

自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす 

被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因に 

より生ずる被害をいう。 

 

 

 

 

 

施行日 

 

公布の日から 

 



議案第８７号 

 

工 事 請 負 変 更 契 約 締 結 の 件 

 

令和６年９月市議会定例会において議決された議案第８５号について、下記のと

おり変更契約を締結したいので、宇部市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条の規定により、市議会の

議決を求める。 

  令和７年９月４日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

記 

変更請負金額  一金 ６１３,００３,６００円也 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

（当初 一金 ５５９,７９０,０００円也） 

【説明】 

１ 工  事  名  宇部西消防署庁舎新築（建築主体）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市厚南中央五丁目６番２２号 

３ 工事の概要  鉄筋コンクリート造地上３階建て 

延べ面積 １,３９３.６１㎡ 

４ 契約の相手方  新光産業・村田建設・今田工務店共同企業体 

６ 契約の相手方 代表者 宇部市厚南中央二丁目１番１４号 

             新光産業株式会社 

              代表取締役社長  沖   将  介 

             宇部市芝中町７番２５号 

             村田建設株式会社 

代表取締役  村  田  輝  文  

宇部市助田町１番３７号  

株式会社今田工務店  

代表取締役  今  田  忍  武  
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５ 変更の理由   労務単価改正に伴うインフレスライド条項の適用等により、  

工事請負金額を増額変更するものである。  

58



令和 7 年 9 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 防災危機管理課 

議 案 

第８７号 

工事請負変更契約締結の件（宇部西消防署庁舎新築（建築主体）工事

の件 

 

要 旨 

 

 労務単価改正に伴うインフレスライド条項の適用等により、 工事

請負金額を増額変更するものである。 

概 要 

令和６年９月市議会定例会において、議案第８５号について、 

工事請負契約締結の件、議決。 

 

令和７年６月宇部市一般会計補正予算（第１回）において、インフ

レスライド条項による増額補正議決。 

 

変更契約の締結について、宇部市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得 又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２

条の規定により、市議会の議決を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日 

 

 

 



議
案
第
八
十
一
号 

 

宇
部
市
税
賦
課
徴
収
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

令
和
七
年
九
月
四
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

  

第
十
八
条
中
「
宇
部
市
公
告
式
条
例
」
を
「
公
示
事
項
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
示
事
項

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令

第
二
十
三
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
公
示
事
項

が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
宇
部
市
公
告
式
条
例
」
に
、
「
掲
示
し
て
行
う
」
を
「
掲
示
し
、
又
は
公

示
事
項
を
市
の
事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
す
る
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
の
三
中
「
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
「
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
四
条
の
二
中
「
又
は
扶
養
控
除
額
」
を
「
、
扶
養
控
除
額
又
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額
」

に
改
め
る
。 

第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
若
し
く
は
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
、

法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
、
「
扶
養
控
除
額
」
の
下
に
「
若
し
く
は
特
定
親
族
特

別
控
除
額
（
特
定
親
族
（
同
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
特
定
親
族
を
い
う
。
第
三
十
六
条

の
三
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
十
六
条
の
三
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
前
年
の
合

計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え

る
。 第

三
十
六
条
の
三
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
扶
養
親
族
」
の
下
に
「
又
は
特
定
親
族
」
を
加
え

る
。 第

三
十
六
条
の
三
の
三
第
一
項
中
「
者
に
限
る
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
特
定
親
族
（
退
職

手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
扶
養
親
族
」
の
下
に
「
又
は
特
定
親
族
」
を
加
え
る
。 

附
則
第
十
六
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 
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（
加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
の
特
例
） 

第
十
六
条
の
二
の
二 

令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同

条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
次
項
に
お
い
て
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ

れ
た
加
熱
式
た
ば
こ
（
第
九
十
二
条
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
を
い
い
、
第
九
十
三

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
第
九
十
四
条
第
一
項
の
製
造
た
ば
こ
の
本
数
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
（
第
九
十
二
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
紙
巻
た
ば
こ
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
本
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

葉
た
ば
こ
（
た
ば
こ
事
業
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
葉
た
ば
こ
を
い
う
。
）
を
原
料

の
全
部
又
は
一
部
と
し
た
も
の
を
紙
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
材
料
の
も
の
で
巻
い
た
加
熱

式
た
ば
こ
（
当
該
葉
た
ば
こ
を
原
料
の
全
部
又
は
一
部
と
し
た
も
の
を
施
行
規
則
附
則
第
八

条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
直
接
加
熱
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
喫
煙
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
（
フ
ィ
ル
タ
ー
そ
の
他
の
施
行
規

則
附
則
第
八
条
の
四
の
三
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
部
分
の
重
量
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か

ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
〇
・
三
五
グ
ラ
ム
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
に

換
算
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
一
本
当
た
り
の
重
量
が
〇
・
三
五
グ
ラ

ム
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
一
本
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の

一
本
に
換
算
す
る
方
法 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
加
熱
式
た
ば
こ 

当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
の
〇
・
二
グ

ラ
ム
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
に
換
算
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の

品
目
ご
と
の
一
個
当
た
り
の
重
量
が
四
グ
ラ
ム
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
加
熱

式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
一
個
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
二
十
本
に
換
算
す
る
方
法 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
加
熱
式
た
ば
こ
の
う
ち
同
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
も
の
及
び
同
項
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
以
外
の
も
の
の
重
量
を
紙

巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
場
合
に
お
け
る
計
算
は
、
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
加
熱
式
た
ば

こ
の
品
目
ご
と
の
一
個
当
た
り
の
重
量
に
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
を
乗
じ
て

得
た
重
量
を
同
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
合
計
し
、
そ
の
合
計
重
量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本

数
に
換
算
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
計
算
に
関
し
、
同
項
の
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
一
個
当
た
り
の
重
量
に
〇
・

一
グ
ラ
ム
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
（
第
九
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ

と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
号
た
だ
し
書

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 
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一 

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
と
併
せ
て
喫
煙
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の 

二 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
（
第
九
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば

こ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
併
せ
て
喫
煙
の
用
に
供
さ
れ
る
加
熱
式
た
ば
こ
（
同

条
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
当
該
加
熱
式
た

ば
こ
の
み
の
品
目
の
も
の 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

附
則
第
十
六
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定 

令
和

八
年
四
月
一
日 

 

二 

第
十
八
条
及
び
第
十
八
条
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定 

地
方
税
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
）
附
則
第
一
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日 

（
公
示
送
達
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
宇
部
市
税
賦
課
徴
収
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
） 

第
十
八
条
の
規
定
は
、
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
す
る
公
示
送
達
に
つ 

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
し
た
公
示
送
達
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
市
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

新
条
例
第
三
十
四
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
令
和

八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の

市
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

令
和
八
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
係
る
申
告
書
の
提
出
に
係
る
新
条
例
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
特
定
親
族
特
別
控
除
額
（
特
定
親

族
（
同
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
特
定
親
族
を
い
う
。
第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
一
項

第
三
号
及
び
第
三
十
六
条
の
三
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
特

定
親
族
特
別
控
除
額
」
と
す
る
。 

３ 

新
条
例
第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
新
条
例
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
給
与
に
つ
い
て
提
出
す
る
新
条
例
第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
こ
の
条
例
に
よ
る
改

正
前
の
宇
部
市
税
賦
課
徴
収
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
給
与
に
つ
い
て
提
出
し
た
旧
条
例
第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
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第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 
新
条
例
第
三
十
六
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
所

得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金

等
（
同
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
提
出
す
る
新
条
例
第
三
十
六
条
の
三
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
公
的
年
金
等
に
つ

い
て
提
出
し
た
旧
条
例
第
三
十
六
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
市
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に

課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
つ
た
加
熱
式
た
ば
こ
（
新
条
例
附
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
加
熱
式
た
ば
こ
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
市
た
ば
こ
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
宇
部
市
税
賦
課
徴
収
条
例
第
九

十
二
条
の
二
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
が
行
わ
れ
た
加

熱
式
た
ば
こ
に
係
る
同
条
例
第
九
十
四
条
第
一
項
の
製
造
た
ば
こ
の
本
数
は
、
同
条
第
三
項
及

び
新
条
例
附
則
第
十
六
条
の
二
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
本

数
の
合
計
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

宇
部
市
税
賦
課
徴
収
条
例
第
九
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ

（
新
条
例
附
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
紙
巻
た
ば
こ
を
い
う
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
本
数
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
計
算
し
た
製
造
た
ば
こ
の
本
数 

 

二 

新
条
例
附
則
第
十
六
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・

五
を
乗
じ
て
計
算
し
た
製
造
た
ば
こ
の
本
数 

３ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
に
一
本
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端

数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

「
説
明
」 

 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
個
人
の
市
民

税
に
係
る
特
定
親
族
特
別
控
除
の
創
設
、
加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
市
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
の
特

例
措
置
そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

2
4



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
公
示
送
達
） 

（
公
示
送
達
） 

第
十
八
条 

法
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
公
示

送
達
は
、
宇
部
市
公
告
式
条
例
二
項
に
規
定
す
る

公
示
事
項
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年

総
理
府
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と

い
う
。
）
第
一
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
公
示

事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
宇
部
市
公
告
式
条
例

（
平
成
十
六
年
条
例
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
公
示
事

項
を
市
の
事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映

像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
す

る
も
の
と
す
る
。 

第
十
八
条 

法
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
公
示

送
達
は
、
公
示
事
項
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

公
示
事
項
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年

総
理
府
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と

い
う
。
）
第
一
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
公
示

事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
宇
部
市
公
告
式
条
例

（
平
成
十
六
年
条
例
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又
は
公
示
事

項
を
市
の
事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映

像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
す

る
も
の
と
す
る
。 

（
納
税
証
明
事
項
） 

（
納
税
証
明
事
項
） 

第
十
八
条
の
三 

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。
）
第
一
条
の
九
第
二
号
に
規
定
す
る
事

項
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
八
十
五
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
二
輪
の
小
型
自
動
車

に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
種
別
割
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
そ
の

旨
と
す
る
。 

第
十
八
条
の
三 

施
行
規
則
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。
）
第
一
条
の
九
第
二
号
に
規
定
す
る
事

項
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
八
十
五
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
二
輪
の
小
型
自
動
車

に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
種
別
割
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
そ
の

旨
と
す
る
。 

（
市
民
税
の
申
告
） 

（
市
民
税
の
申
告
） 

第
三
十
六
条
の
二 

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
者
は
、
三
月
十
五
日
ま
で
に
、
施
行
規
則

第
五
号
の
四
様
式
（
別
表
）
に
よ
る
申
告
書
を
市

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法

第
三
百
十
七
条
の
六
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払

報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
一
月
一

第
三
十
六
条
の
二 

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
者
は
、
三
月
十
五
日
ま
で
に
、
施
行
規
則

第
五
号
の
四
様
式
（
別
表
）
に
よ
る
申
告
書
を
市

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法

第
三
百
十
七
条
の
六
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払

報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
一
月
一
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日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払

を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得

以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外

の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
も
の
（
公
的
年
金
等
に

係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
で
社

会
保
険
料
控
除
額
（
令
第
四
十
八
条
の
九
の
七
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共
済

等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保

険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別

控
除
額
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
前
年
の
合
計

所
得
金
額
が
九
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
の
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
十
号

の
二
に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶

者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
控
除
対
象
配
偶
者
に

該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し

く
は
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る

扶
養
控
除
額
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額

（
特
定
親
族
（
同
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す

る
特
定
親
族
を
い
う
。
第
三
十
六
条
の
三
の
二
第

一
項
第
三
号
及
び
第
三
十
六
条
の
三
の
三
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ

て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控

除
、
法
第
三
百
十
三
条
第
八
項
に
規
定
す
る
純
損

失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は

第
三
十
四
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金

額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除

額
」
と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得

等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
」
と
い
う
。
）

及
び
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
（
施
行

規
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
表
の
上
欄
の
㈡
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

日
現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払

を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得

以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外

の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
も
の
（
公
的
年
金
等
に

係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
で
社

会
保
険
料
控
除
額
（
令
第
四
十
八
条
の
九
の
七
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共
済

等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保

険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別

控
除
額
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
前
年
の
合
計

所
得
金
額
が
九
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
の
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
十
号

の
二
に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶

者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
控
除
対
象
配
偶
者
に

該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
法

第
三
百
十
四
条
の
二
第
四
項 

 
 
 
 
 

に
規
定
す
る

扶
養
控
除
額
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額

（
特
定
親
族
（
同
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す

る
特
定
親
族
を
い
う
。
第
三
十
六
条
の
三
の
二
第

一
項
第
三
号
及
び
第
三
十
六
条
の
三
の
三
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ

て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控

除
、
法
第
三
百
十
三
条
第
八
項
に
規
定
す
る
純
損

失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純

損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は

第
三
十
四
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金

額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除

額
」
と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得

等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
」
と
い
う
。
）

及
び
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
（
施
行

規
則
第
二
条
の
二
第
一
項
の
表
の
上
欄
の
㈡
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族

2
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等
申
告
書
） 

等
申
告
書
） 

第
三
十
六
条
の
三
の
二 

 

第
三
十
六
条
の
三
の
二 

 

三 

扶
養
親
族 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
氏
名 

三 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶

養
親
族
等
申
告
書
） 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶

養
親
族
等
申
告
書
） 

第
三
十
六
条
の
三
の
三 
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の

六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施

行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

（
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公

的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で

あ
つ
て
、
特
定
配
偶
者
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者

（
合
計
所
得
金
額
が
九
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者

（
退
職
手
当
等
（
第
五
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る

退
職
手
当
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
合

計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
を
い
う
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
扶
養
親
族
（
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
又
は
控

除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
つ
て
退
職
手
当
等
に
係
る

所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
定
親

族
（
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ

つ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）

で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書

の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第
二
百
三

条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払

者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等

の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者

を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
三
十
六
条
の
三
の
三 

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の

六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施

行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

（
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公

的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で

あ
つ
て
、
特
定
配
偶
者
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者

（
合
計
所
得
金
額
が
九
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者

（
退
職
手
当
等
（
第
五
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る

退
職
手
当
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
合

計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
を
い
う
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
扶
養
親
族
（
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
又
は
控

除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
つ
て
退
職
手
当
等
に
係
る

所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
定
親

族
（
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ

つ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）

で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書

の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第
二
百
三

条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払

者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等

の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者

を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

三 

扶
養
親
族 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
氏
名 

三 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名 
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附 

則 

附 

則 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
） 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
） 

第
十
六
条
の
二 

第
十
六
条
の
二 

（
加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
の

特
例
） 

第
十
六
条
の
二
の
二 

令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に

第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第

二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
次
項
に
お
い

て
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
加
熱

式
た
ば
こ
（
第
九
十
二
条
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
加

熱
式
た
ば
こ
を
い
い
、
第
九
十
三
条
の
二
の
規
定

に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
第

九
十
四
条
第
一
項
の
製
造
た
ば
こ
の
本
数
は
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
（
第

九
十
二
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
紙
巻
た
ば
こ
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
本
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

葉
た
ば
こ
（
た
ば
こ
事
業
法
第
二
条
第
二
号

に
規
定
す
る
葉
た
ば
こ
を
い
う
。
）
を
原
料
の

全
部
又
は
一
部
と
し
た
も
の
を
紙
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
材
料
の
も
の
で
巻
い
た
加
熱
式
た
ば

こ
（
当
該
葉
た
ば
こ
を
原
料
の
全
部
又
は
一
部

と
し
た
も
の
を
施
行
規
則
附
則
第
八
条
の
四
の

二
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
直
接
加
熱
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
喫
煙
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に

限
る
。
） 

当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
（
フ

ィ
ル
タ
ー
そ
の
他
の
施
行
規
則
附
則
第
八
条
の

四
の
三
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
部
分
の
重
量

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
〇
・
三
五
グ
ラ
ム
を
も
つ
て

紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
に
換
算
す
る
方
法
。
た
だ

し
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
一
本
当
た
り
の
重

量
が
〇
・
三
五
グ
ラ
ム
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
一
本
を
も
つ

て
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
に
換
算
す
る
方
法 
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二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
加
熱
式
た
ば
こ

 

当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
の
〇
・
二
グ
ラ

ム
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
に
換
算
す
る

方
法
。
た
だ
し
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目

ご
と
の
一
個
当
た
り
の
重
量
が
四
グ
ラ
ム
未
満

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
加
熱
式
た
ば

こ
の
品
目
ご
と
の
一
個
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ

の
二
十
本
に
換
算
す
る
方
法 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
加
熱
式
た
ば
こ
の
う
ち
同

項
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も

の
及
び
同
項
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
以
外
の
も
の
の
重
量
を
紙
巻
た
ば
こ

の
本
数
に
換
算
す
る
場
合
に
お
け
る
計
算
は
、
売

渡
し
等
が
行
わ
れ
た
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と

の
一
個
当
た
り
の
重
量
に
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の

品
目
ご
と
の
数
量
を
乗
じ
て
得
た
重
量
を
同
項
各

号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
合
計
し
、
そ
の
合
計
重

量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
方
法
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
計
算
に
関
し
、
同
項
の
加
熱
式
た
ば
こ

の
品
目
ご
と
の
一
個
当
た
り
の
重
量
に
〇
・
一
グ

ラ
ム
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数

を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
（
第

九
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み

な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
号
た
だ
し
書
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。 

一 

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
と

併
せ
て
喫
煙
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の 

二 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ

（
第
九
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば

こ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
併
せ
て

喫
煙
の
用
に
供
さ
れ
る
加
熱
式
た
ば
こ
（
同
条

の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
も

の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
当
該
加
熱
式
た
ば
こ

の
み
の
品
目
の
も
の 
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令和 7 年 9 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 市民税課 

議 

案 

第８１号 

宇部市税賦課徴収条例中一部改正の件 

 

要 

旨 

 

令和 7 年度税制改正に伴う地方税法の一部改正により、個人の市民税に係る

特定親族特別控除の創設、加熱式たばこに係る市たばこ税の課税標準の特例措

置その他所要の整備を行うもの。 

概 

要 

１ 改正内容 

(1)公示送達（第１８条） 

市役所の掲示場に掲示していた公示送達について、インターネットを利用

する方法により閲覧することができる状態に置く措置を追加するもの。 

 

 

(2) 個人市民税について、特定親族特別控除の創設に伴う規定の整備 

（第３６条の２、第３６条の３の２、第３６条の３の３） 

・特定扶養控除の対象となる大学生年代の子等（１９歳以上２３歳未満）

の所得要件の緩和 

・特定親族特別控除を新設し、一定の所得を超えた場合でも、親等が受け

られる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入 

（資料１） 

 

 

 

 

 

 

 



（資料２） 

   特定親族の合計所得金額（収入金額） 控除額 

58 万円超 95 万円以下（123 万円超 160 万円以下） ４５万円 

95 万円超 100 万円以下（160 万円超 165 万円以下） ４１万円 

100 万円超 105 万円以下（165 万円超 170 万円以下） ３１万円 

105 万円超 110 万円以下（170 万円超 175 万円以下） ２１万円 

110 万円超 115 万円以下（175 万円超 180 万円以下） １１万円 

115 万円超 120 万円以下（180 万円超 185 万円以下） ６万円 

120 万円超 123 万円以下（185 万円超 188 万円以下） ３万円 

 

(3) たばこ税について、加熱式たばこと紙巻たばことの税の負担格差を解消す

るため、加熱式たばこの課税方式を、課税の適正化の観点から見直すもの。 

（附則第１６条の２の２） 

① スティック型の加熱式たばこ※ 

    ⇒加熱式たばこの重量の０．３５グラムを紙巻たばこ１本に換算 

※１本当たり０．３５グラム未満の場合は、当該加熱式たばこ 

１本を紙巻たばこ１本とする。 

② スティック型の加熱式たばこ以外の加熱式たばこ 

    ⇒加熱式たばこの重量の０．２グラムを紙巻たばこ１本に換算 

※１個当たりの重量が４グラム未満の場合は、当該加熱式たばこ 

１個を紙巻たばこの２０本に換算 

※「スティック型の加熱式たばこ」 

葉たばこを原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する 

材料のもので巻いた加熱式たばこ 

激変緩和のため、上記の改正は２段階で実施する。 

・令和８年 ４月から 

⇒改正前の換算本数×０.５ ＋ 改正後の換算本数×０．５ 

・令和８年１０月から  

⇒改正後の換算本数 

 

施

行

日 

 

（１）地方税法等の一部を改正する法律附則第 1 条第 12 号に掲げる規定の施

行の日 

（２）令和８年１月１日 

（３）令和８年４月１日 

（激変緩和のため２段階で実施：令和８年１０月１日） 

 


